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八尾市立竹渕小学校 学校いじめ防止基本方針 

 

  私たち八尾市立竹渕小学校職員は、人権尊重の理念に基づ

いた、いじめを許さない教育をめざし、安心と豊かな心をは

ぐくむ学校づくりを行います。 
 

いじめについて 

【いじめの態様】 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

（文部科学省 いじめの防止等のための基本的な方針 第１の５） 
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   いじめ・不登校対策委員会メンバー 

    初期対策チーム 

      校長 教頭 首席  

担任 生活指導部長 人権教育部長 養護教諭 

                 （必要に応じてメンバー招集） 

       特別支援コーディネーター 健康教育部長 

       学力向上部長 学年主任 スクールカウンセラー  

       関係機関（警察・子ども家庭センター・教育センター・医療機関・PTA・地域関係者 等） 
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 ◎他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな心を育み、自他の存在を等しく 

  認め合える態度を養うことで、自己有用感・自尊感情を高め、一人ひとり 

の居場所が確保できる集団づくりを推進する。 

 ◎児童が規律正しい態度で授業や行事に参加・活躍できる学校づくりを進め 

  る。 

 ◎いじめ防止月間を設定し、いじめ防止についての取組みを行う。また、い 

  じめ防止をねらいとした授業を行う。 

 ◎何がいじめなのかを具体的に列挙して目につく場所に掲示することで、「い 

  じめは人間として絶対に許されない」との認識を、学校全体で共有する。 

 ◎心の教育を推進し、児童が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を 

  育む。 
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◎学期に１回「学校生活アンケート」を行い、いじめの実態把握に取り組む。 

◎日記・作文等の指導を活用し、児童の交友関係や悩みを把握する。 

◎授業時間外における児童の見守り 

 ・朝学習時間帯（８時２５分～３５分）の教室・廊下・下足室の様子に注意 

を払う。 

◎できる限り、児童とともに遊び、掃除をする。 

◎子どもの持ち物や服装、更衣時の行動について留意する。 

◎委員会やたこちタイムを通して、複数の教職員で児童の様子・変化を観察し、

共通理解を図る。 
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◎学校新聞や懇談会などを通じて、学校のいじめ防止に関する取組み姿勢を 

家庭や地域に理解してもらい、協力体制を築く。 

◎学校評議委員会等を活用し、学校のいじめ未然防止に関する取組みについて

協議する。 

◎基本的生活習慣定着のための取り組みを行う。 

  ・生活指導部「生活点検週間」 

  ・学力向上部「家庭学習強化週間」 
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（いじめられている児童・保護者・第三者からの訴え）（教職員による発見） 

   

児童・保護者からの訴えを聞いた全ての教職員（担任）の対応 

 ・決して一人で抱え込むことなく、管理職に報告し、組織的に対応にあ

たる。 

・当該児童の話を十分に聴く態度に徹し、不安や恐怖等、様々な気持ち

を共感的に受け止めながら、安全で安心できる環境を確保し、いじめ

の事実確認をする。その際、児童の心身の状態、発達段階を十分配慮

して行う。 

 

校長の対応  

・校内緊急体制の構築（いじめ・不登校対策委員会） 

       具体的な対応方針を全教職員に示す。 

指示系統を明確にし、窓口を一本化し、情報は全教職員で共有 

する。そのために、朝の打合せや職員会議を効果的に利用し、 

情報を随時伝達する場を設ける。 

事実確認及び指導記録については、それぞれ聴き取った内容を 

時系列で整理する等、情報管理を徹底する。 

・教育委員会への報告・支援の要請 

把握した内容を教育委員会に報告するとともに、事態が終息に

至るまで協議連携を行なう。また、児童の状況により大阪府教

育委員会に対して「緊急支援チーム」の派遣等の支援を要請す

る。 

    ・関係機関への支援要請 

       児童の生命に関わるような深刻ないじめや、それに発展しかね

ない事象が生起した場合、子ども家庭センター（児童相談所）、

警察等の関係機関との連携を図る。 

 

  保護者への対応 

       初期対応では、被害・加害の児童の保護者に対して、その心情

に十分配慮した対応を行う。  
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①  いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続して

いること。この相当期間は、少なくとも３カ月を目安とする。ただし、い

じめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場

合は、この目安にかかわらず、教育委員会又は学校の判断により、より長

期の期間を設定するものとする。 

 

② 被害者児童が心身の苦痛を感じていないこと 

 ・いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害者がいじめ

の行為により心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認す

る。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害者を徹底的に守

り通しその安全・安心を確保する責任を有する。 

・学校及び教職員は、いじめが解消されたように見える場合においても、時

間をおいて再発する場合やより巧妙に見えにくく行われている場合があ

ることを認識し、当該子どもへの継続的な指導やケアはもとより、保護者

の心情を理解し、必要に応じて専門家による行動観察を行い、内面把握に

努める。また、学級・学年・学校全体に対しても継続した指導を行うこと

が必要である。 
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【重大事態】＊いじめ防止対策推進法第２８条より 

１ いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

疑いがあると認めるとき（児童生徒が自殺を企図した場合・身体に

重大な傷害を負った場合・金品等に重大な被害を被った場合・精神

性の疾患を発症した場合等） 

２ いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀な

くされている疑いがあると認めるとき（不登校の定義を踏まえ年間

30 日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合） 

３ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立

てがあったとき（重大事態が発生したものとして報告・調査等にあ

たる。なお、学校がいじめの事実等を確認できていない場合には、

早期支援を行うため、先ず、必要に応じて事実関係の確認（いじめ

防止対策推進法第２３条第２項に基づく確認）を行う。法の要件に

照らして重大事態に当たらないことが明らかである場合を除く。） 
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 取組内容  取組内容 

４月 

・いじめ対策委員会 

・「学級の目標」（集団づくり） 

・家庭訪問 １０月 

・いじめ対策委員会 

・命の学習 

・運動会の取り組み（集団・仲間

づくり） 

 

５月 

・いじめ対策委員会 

・「がっこうだいすき」「がっこ

うたんけん」「学校案内」「縦

割り活動」（集団・仲間作り） 

・支援学級交流会 

・脱いじめ傍観者教育 

１１月 

・いじめ対策委員会 

・学校生活アンケート 

・視覚障がい者理解のための講座 

・教育相談 

・「人権集会」 

・修学旅行（集団・仲間づくり） 

６月 

・いじめ対策委員会 

・「人権作品」 

・学校生活アンケート 

・情報モラル教育 

・校外学習（集団づくり） 

・竹渕小まつり 

（集団・仲間づくり） 

・教育相談 

１２月 

・いじめ対策委員会 

・「２学期の反省」（集団・仲間づ

くり） 

・保護者懇談 

・教育相談 

７月 

・いじめ対策委員会 

・「１学期の反省」（集団・仲間

づくり） 

・保護者懇談 

・教育相談 

・林間学舎（集団・仲間づくり） 

１月 

・いじめ対策委員会 

・「新年の目標を決めよう」 

８月 

・いじめ対策委員会 

・職員研修（いじめ対応） 

２月 

・いじめ対策委員会 

・学校生活アンケート 

・「こんなにおおきくなったよ」「2

分の 1 成人式」 

・保護者懇談 

・教育相談 

９月 

・いじめ対策委員会 

・支援学級交流会 

３月 

・いじめ対策委員会 

・「１年間の反省」（集団・仲間づ

くり） 


